
望まない受動喫煙を予防しよう 
～マナーからルールへ～

　喫煙は「がん・脳卒中・虚血性心疾患・呼吸器疾患」といったさまざまな病気のリスクを高めます。
喫煙しない人でも、喫煙者の煙を吸ってしまうと健康被害にさらされてしまいます。これがいわゆ
る「受動喫煙」です。この受動喫煙を防止するため平成30年７月に健康増進法の一部が改正され、
今年４月１日から全面施行されました。マナーからルールへと変わった受動喫煙対策。望まない受
動喫煙を予防するため、皆さんで考えてみませんか？

学校・病院・行政機関等は原則敷地内禁煙になり
ました。

一般企業やレストラン等は屋内禁煙が義務付けら
れました。

喫煙できるエリアがある場合は、標識掲示が義務
付けられました。

未成年者は喫煙エリアに立ち入り禁止になりまし
た。

厚生労働省　受動喫煙対策 千葉県　たばこ対策について

お問い合わせは、健康管理課（２階）　☎（20）１５７４、6（20）１６００へ。
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